
上毛新聞
購読のお申し込みは
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八
ツ
場
ダ
ム
問
題
の
経
過
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1952年５月 国が長野原町に八ツ場ダム調

査を通知

年 月 国が八ツ場ダム調査出張所を

開設。以降、地元の反対運動

が激化

年 月 仲介役の県が町に生活再建案

を提示

年 月 町と県が生活再建案について

包括的合意。地元がダム受け

入れへ

年 月 地元の生活再建関連工事に本

格着手

2009年９月 民主党政権がダム本体建設の

中止を表明。 月に「再検証」

に修正

年 月 国交省関東地方整備局が再検

証開始

年 月 前田武志国交相がダム本体建

設を表明

～ 年 ダム本体完成
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ダ
ム
建
設
を
表
明
す
る
前
田
武
志
国
交
相
‖
22
日
午
後
４
時
50
分
ご
ろ

建
設
の
是
非
が
議
論
さ
れ

て
き
た
八
ツ
場
ダ
ム
問
題

で
、
前
田
武
志
国
土
交
通
相

は

日
、
記
者
会
見
し
、
民

主
党
政
権
が
２
０
０
９
年
の

衆
院
選
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
（
政

権
公
約
）
に
基
づ
き
着
工
を

凍
結
し
て
い
た
ダ
ム
本
体
を

建
設
す
る
と
表
明
し
た
。
た

だ
、
民
主
党
の
前
原
誠
司
政

調
会
長
ら
は
反
対
姿
勢
を
崩

し
て
お
ら
ず
、
今
後
も
政
府

・
与
党
間
の
調
整
は
難
航
が

続
く
と
予
想
さ
れ
る
。

前
田
氏
は
最
終
判
断
の
理

由
を

即
効
性
の
あ
る
治
水

対
策
が
特
に
求
め
ら
れ
て
お

り

八
ツ
場
ダ
ム
は
代
替
案

と
比
較
し
て

短
期
間
で
大

き
な
効
果
が
得
ら
れ
る
こ
と

が
検
証
で
確
認
さ
れ
た

と

説
明

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
通
り

の
結
果
が
得
ら
れ
な
か
っ
た

の
は
残
念
だ
が

苦
渋
の
決

断
を
し
た

と
も
述
べ
た

前
田
氏
は
、
ダ
ム
が
建
設

さ
れ
る
長
野
原
町
の
高
山
欣

也
町
長
ら
に
直
接
報
告
す
る

た
め
、
同
町
に
向
か
っ
た
。

藤
村
修
官
房
長
官
は
同
日

昼
に
前
原
氏
と
会
談
し
、
前

原
氏
の
求
め
て
い
た
着
工
条

件
を
お
お
む
ね
認
め
①
ダ
ム

建
設
の
検
証
の
前
提
条
件
に

定
め
た
洪
水
流
量
を
再
検
証

②
八
ツ
場
ダ
ム
を
含
む
全
国

の
ダ
ム
計
画
を
中
止
し
た
場

合
の
地
元
の
生
活
再
建
支
援

法
案
を
次
期
通
常
国
会
に
提

出
｜
す
る
こ
と
を
示
し
、
理

解
を
求
め
た
。

前
原
氏
は
記
者
団
に「
（
条

件
を
満
た
す
ま
で
は
）
予
算

計
上
は
認
め
な
い
。
計
上
す

れ
ば
国
交
省
全
体
の
予
算
を

承
認
し
な
い
」
と
反
対
姿
勢

を
示
し
た
。

八
ツ
場
ダ
ム
を
め
ぐ
っ
て

は
政
権
交
代
直
後

当
時
国

交
相
だ
っ
た
前
原
氏
が
公
約

に
基
づ
き
中
止
を
表
明

だ

が

建
設
を
求
め
る
本
県
な

ど
６
都
県
や
地
元
の
反
発
を

受
け

建
設
の
是
非
を
検
証

す
る
方
向
に
修
正
し
た

国

交
省
側
が
検
証
で

建
設
継

続
が
妥
当

の
対
応
方
針
案

を
報
告
し
た
が

民
主
党
内

に
は
公
約
堅
持
を
求
め
る
意

見
が
根
強
く

前
田
氏
の
判

断
が
注
目
さ
れ
て
い
た
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